
（参考１）

１ 市街化区域
２

３ 都市計画区域外

(利用目的)

・土地利用基本計画に適合しないこと

(利用目的)

審

査

勧
告
基
準

事後届出制のフローチャート

・公表されているその他の土地利用に関す
る計画に適合しないこと

・公表されていない土地利用に関する計画
に適合しないこと

2,000㎡以上

助
言
基
準

・公共・公益施設の整備の予定又は自然環
境の保全上明らかに不適当と認められるこ
と

勧告に従う
場  合

勧告に従わない
場  合

あっせん等 公  表

市街化区域以外の都市計画区域
5,000㎡以上
10,000㎡以上

対
象
面
積

土地売買等の契約による
権利の取得者(買主)

届　　出
(契約締結後２週間以内)

受　理
(市町村長)

知　事
(政令市長)

土地利用審査会
の意見

利用目的の
変更勧告

助　言 不 勧 告


